










（令和 6年 4月改定） 

ゆめりあマルシェ食品出店ガイドライン 

 

このガイドラインは、衛生の確保及び食品の事故防止のために作成したものです。原則として山形県の仮設の店舗による食品営業の

取扱要領に従ってください。露店飲食営業など許可が必要な場合は、各出店者で取得してください。 

 

1） 販売可能な対象商品は以下の通りです。 

（1） 農産物（および農産加工品） 

（2） 飲食物（保健所並びに主催者が許可したもの） 

① 調理加工品の販売 

② 簡易な調理行為を行ったもの 

 

【許可証申請が不要なもの】 

〇調理加工品の販売 

※ 以下の許可のある店舗または業者が事前調理し、包装やパック詰めした商品の販売  

  ・菓子製造許可証（菓子、パン等） 

・そうざい製造業（焼き物、煮物等） 

〇既製品の販売（レトルト食品、瓶詰、缶詰等）  

  〇農産物および加工品 

   ・わたあめ、チョコバナナ、焼きとうもろこし等農産物の簡易な加工食品 

※ 保健所への届け出は、各出店者で行ってください。 

 

【許可証申請が必要なもの】 

 ※保健所にて、露店飲食営業許可または臨時飲食店営業許可を必ず取得してください。 

 〇簡易な調理行為を行ったもの 

  直前加熱、食材を 2 つに切るなどの行為が該当します。（コーヒー、お茶など注ぐだけの飲料） 

  ・各自出店ブース内に 18L以上のコック付きポリタンク、ごみ箱、保冷庫、消毒液の準備をお願いします。 

  ・使い捨て容器による提供をお願いします。 

※ 許可の取得には「食品衛生責任者」の資格が必要です。 

 

2） 保健所の指導ならびに会場の使用原則に従い、以下の品目は不可となります。 

・一般家庭で製造、調理したもの 

・寿司、刺身、生卵、生食用食肉の提供 

・大量の水を使用する調理（冷たい麺など） 

・ミキサーを使用する食品（スムージーなど） 

 

3）以下の注意事項をよくお読みください。 

 ①カセットコンロなど火気類を使用した調理（焼きそば、焼き鳥、たこ焼きなど）は正面口前で 

調理をお願いします。各自消火器を持参してください。 

 ②キッチンカーで出店する際は、発電機を持参してください。(ゆめりあ備付のコンセント・電源は使用できません) 

 ③衛生面に十分気を付けて、食中毒など事故のないようにお願いします。 


